
 
 

 

１ 現行計画の数値目標の達成状況 

  国が定めた自殺総合対策大綱では、令和８年(2026 年)までに、自殺死亡率

（人口 10 万人当たりの自殺者数）を、平成 27 年（2015 年）と比べて 30％以

上減少させることを目標として定めている。 

  これを踏まえ、区でも、平成 27 年（2015 年）の自殺死亡率 15.3 を、令和

８年(2026 年)までに 30％程度減少させることを目指している。また、自殺者

数についても、30％程度減少させることを目指している。 

 

 

 

 

 

 

   

 資料：警察庁自殺統計 発見日/居住地（厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 

⇒計画期間中において、令和８年までに目指している自殺死亡率・自殺者数を

達成できた年はない。 
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資料２-１ 補足 

平成 27 年（2015 年）     令和８年（2026 年） 

 

自殺死亡率      15.3           10.7 

 

自殺者数      109 人           77 人 



 
 

２ ゲートキーパー養成講座の開催実績 

 
※上記以外に講座修了者の理解を深めるためのフォローアップ講座も実施。 

 

 

【傾向】 

・小中学校の生活指導担当者連絡会に講師を派遣する形式で実施している区立

小中学校の教職員向け講座は、安定して参加者を確保できている。 

・区民向け講座は、区報、区ホームページで周知しているが、1 回を除き 50 名

に届いていない。令和４年度の２回目の区民向け講座で初めて区公式ライン

で周知を行ったところ、アンケート回答者 41 名のうち 11 名が区公式ライン

を通じての参加であり、周知効果が高かった。 

・支援者向け講座は、民生児童委員や PTA 等の学校関係者にチラシを配布して

いるが、参加者が少ない。 

・事業者向け講座は、区内経済団体の会報誌への記事の掲載、チラシの折込、メ

ールマガジンでの周知等を行ってきたが、参加者が少ない。 
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